
※

・

・

・

・

・

・

令 和 年 月 日

申請者氏名

（自署）

【共同住宅へ設置の場合】住人のプライバシー保護に配慮して設置して

います。住人が映り込む場合は説明を⾏い、管理会社(家主)にも同意を

得ています。

10

　設置場所は、申請者自身の住宅等の敷地内（屋外）です。

　撮影範囲は申請者自身の敷地内を中心とした場所に限定されていま

す。やむを得ず撮影範囲に他者の住宅等が含まれる場合は、該当する

住宅等の使用者に事前説明を⾏い、同意を得ています。

【以下、防犯カメラ設置の場合】
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誓約書

　以下の内容をご確認いただき、交付申請書と併せてご提出ください（「チェック欄」

にチェックマーク（✔）の記載をお願いします。）。

　本補助金を活用し購入した防犯物品は、継続的に使用します。

　墨田区暴力団排除条例（平成24年条例第37号）第２条第２号に規定

する暴力団員又は同条第３号に規定する暴力団関係者（※）ではあり

ません。
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チェック欄誓約事項欄

　防犯物品の購入及び設置について、同居人からの同意を得ていま

す。

　又は、同居人はいません。

　購入した防犯物品は申請者が使用し、転売及び譲渡等を目的として

おりません。

　墨田区から報告及び調査の求めがあった場合は、これに応じます。

1

2
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　補助金交付後、補助金要件を満たしていないこと、虚偽の申請その

他不正な手段により補助金の交付を受けたことが判明し、交付決定が

取り消された場合は、指示に従い速やかに補助金を返還します。

　特別区⺠税及び都⺠税を滞納していません。

具体的には以下のとおりです。

暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる者

暴力団の構成員

暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する法人等に所属する者

暴力団員であることを知りながら、その者を雇用している者

暴力団又は暴力団員を不当に利用していると認められる者

暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与していると認められる者


